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(57)【要約】
【課題】施工対象機器の圧縮残留応力の変化を施工対象
機器の環境に応じて求め、長期にわたり確実に圧縮残留
応力を付与することができる応力改善処理方法を提供す
る。
【解決手段】残留応力改善方法は、施工対象機器に残留
応力を付与する残留応力処理ステップＳ１と、この残留
応力処理後の前記施工対象機器の残留応力の変化を求め
る残留応力確認ステップＳ２と、この確認された残留応
力の変化に基づいて残留応力緩和量を評価する残留応力
緩和量評価ステップＳ３と、この評価された残留応力緩
和量に応じて前記残留応力の再処理を行う残留応力再処
理ステップＳ８と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施工対象機器に残留応力を付与する残留応力処理ステップと、
　この残留応力処理後の前記施工対象機器の残留応力の変化を確認する残留応力確認ステ
ップと、
　この確認された残留応力の変化に基づいて残留応力緩和量を評価する残留応力緩和量評
価ステップと、
　この評価された残留応力緩和量に応じて前記施工対象機器の残留応力の再処理を行う残
留応力再処理ステップと、
　を有することを特徴とする残留応力改善方法。
【請求項２】
　施工対象機器に残留応力を付与する残留応力処理ステップと、
　この残留応力処理後の前記施工対象機器の残留応力の変化を確認する残留応力確認ステ
ップと、
　この確認された残留応力の変化に基づいて残留応力緩和量を評価する残留応力緩和量評
価ステップと、
　この評価された残留応力緩和量に応じて前記施工対象機器の残留応力の残留応力検査を
行う検査ステップと、
　を有することを特徴とする残留応力改善方法。
【請求項３】
　前記残留応力処理ステップにおいて、前記施工対象機器がショットピーニング、レーザ
ピーニング、レーザショックピーニング、超音波ピーニング及びウォータージェットピー
ニングの少なくとも１種のピーニングにより処理されること、を特徴とする請求項１又は
２記載の残留応力改善方法。
【請求項４】
　前記残留応力処理ステップにおいて、前記施工対象機器が機械的な磨きにより処理され
ること、を特徴とする請求項１又は２記載の残留応力改善方法。
【請求項５】
　前記残留応力処理ステップにおいて、前記施工対象機器の表面又は内部に残留応力が付
与されること、を特徴とする請求項１又は２記載の残留応力改善方法。
【請求項６】
　前記残留応力緩和量評価ステップにおいて、前記残留応力処理後の残留応力変化が負荷
応力、温度変化、照射量及び腐食量の少なくとも１種を原因として求められること、を特
徴とする請求項１又は２記載の残留応力改善方法。
【請求項７】
　前記残留応力検査ステップにおいて、前記施工対象機器の残留応力を測定すること、を
特徴とする請求項２記載の残留応力改善方法。
【請求項８】
　前記残留応力改善再処理ステップにおいて、前記施工対象機器がショットピーニング、
レーザピーニング、レーザショックピーニング、超音波ピーニング及びウォータージェッ
トピーニングの少なくとも１種のピーニングにより処理されること、を特徴とする請求項
１又は２記載の残留応力改善方法。
【請求項９】
　前記残留応力改善再処理において、前記施工対象機器が機械的な磨きにより処理される
こと、を特徴とする請求項１又は２記載の残留応力改善方法。
【請求項１０】
　前記残留応力緩和量評価ステップにおいて、前記残留応力変化を求め、この残留応力が
圧縮から引張に変化するときに、又はこの残留応力が所定の値まで軽減するときに、前記
残留応力検査又は残留応力改善再処理を行うこと、を特徴とする請求項１又は２記載の残
留応力改善方法。



(3) JP 2010-142899 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

【請求項１１】
　前記残留応力緩和量評価ステップにおいて、前記残留応力処理後の残留応力変化が試験
又は解析により求められること、を特徴とする請求項１又は２記載の残留応力改善方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶接部等の残留応力を改善する応力改善処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、溶接構造物の応力腐食割れ（ＳＣＣ：Ｓｔｒｅｓｓ　Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ　Ｃ
ｒａｃｋｉｎｇ）発生や進展、疲労強度の低下等の原因には、溶接による熱膨張と塑性ひ
ずみの発生に起因する溶接残留応力がある。
【０００３】
　この溶接に起因する引張残留応力を圧縮に変化させる方法として、ショットを衝突させ
るショットピーニングによる応力改善処理方法（例えば、特許文献１参照）が知られてい
る。また、ウォータージェットを衝突させるウォータージェットピーニングによる応力改
善処理方法（例えば、特許文献２参照）が知られ、レーザを照射させるレーザピーニング
による応力改善処理方法（例えば、特許文献３参照）が知られている。また、超音波を照
射させる超音波ショットピーニングによる応力改善処理方法が知られている（例えば、特
許文献４参照）。
【特許文献１】特開平７－２６６２３０号公報
【特許文献２】特許第２９５７９７６号公報
【特許文献３】特許第３３７３６３８号公報
【特許文献４】特許第３８９０００８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来の溶接に起因する引張残留応力を圧縮に変化させる方法（特許文献１～４
参照）は、各種ピーニングにより、溶接部の残留応力を改善する方法である。
【０００５】
　特許文献１記載のショットピーニング（Ｓｈｏｔ　Ｐｅｅｎｉｎｇ）とは、ショット・
ブラストを利用した表面処理の形式のひとつで、主に鉄鋼表面に対して、表面の硬化及び
表面応力の均一化を図る処理である。具体的には、鋼製の小さなボールを空気圧または機
械力により投射して処理対象（ワーク）にぶつける。投射される鋼球のスピードは、４０
～数百ｍ／ｓ程度、鋼球の大きさは０．５ミリ～数ミリ程度である。深い硬化層は大きな
鋼球を、浅く硬い硬化層は小さな鋼球を早いスピードで投射することで得る。
【０００６】
　しかしながら、このショットピーニングの改善効果は、ショットピーニングの施工後に
引張残留応力を圧縮に変化させる効果があるが、長期間の運転中に繰返荷重を受けあるい
は腐食等のために、金属材料の圧縮残留応力が変動するが評価されていないという課題が
あった。
【０００７】
　また、特許文献２記載のウォータージェットピーニングは、 金属表面に気泡を含んだ
高圧ジェット水を吹き付けることにより、金属表面を塑性加工するものである。残留応力
を圧縮応力に変えるため、金属表面にウォータージェットピーニングを施工する。
【０００８】
　しかし、このウォータージェットピーニングの改善効果は、ウォータージェットピーニ
ングの施工後に引張残留応力を圧縮に変化させる効果があるが、長期間の運転中に繰返荷
重等を受けるために、金属材料の圧縮残留応力が変動するという課題があった。
【０００９】
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　また、特許文献３記載のレーザピーニング（Ｌａｓｅｒ　Ｐｅｅｎｉｎｇ）とは、レー
ザのエネルギーを金属表面に集光することにより発生するプラズマの衝撃波を利用してピ
ーニングを行う新しい表面改質技術である。しかし、長期間の運転中に腐食等のために金
属材料の圧縮残留応力が変動するが、レーザピーニングの施工面が評価されていないとい
う課題があった。
【００１０】
　また、特許文献４記載の超音波ショットピーニング（Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｓｈｏｔ
　Ｐｅｅｎｉｎｇ）とは、トランスデューサーから発生する超音波を金属表面に照射して
ピーニングを行う表面改質技術である。しかし、長期間の運転中に繰返荷重等を受けるた
めに、金属材料の圧縮残留応力が変動するという課題があった。
【００１１】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、施工対象機器の圧縮残留応力の変
化を施工対象機器の環境に応じて求め、長期にわたり確実に圧縮残留応力を付与すること
ができる応力改善処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明の応力改善処理方法においては、施工対象機器に残留
応力を付与する残留応力処理ステップと、この残留応力処理後の前記施工対象機器の残留
応力の変化を求める残留応力確認ステップと、この確認された残留応力の変化に基づいて
残留応力緩和量を評価する残留応力緩和量評価ステップと、この評価された残留応力緩和
量に応じて前記残留応力の再処理を行う残留応力再処理ステップと、を有することを特徴
とするものである。
【００１３】
　また、上記目的を達成するため、本発明の応力改善処理方法においては、施工対象機器
に残留応力を付与する残留応力処理ステップと、この残留応力処理後の前記施工対象機器
の残留応力の変化を求める残留応力確認ステップと、この確認された残留応力の変化に基
づいて残留応力緩和量を評価する残留応力緩和量評価ステップと、この評価された残留応
力緩和量に応じて前記残留応力の検査を行う残留応力検査ステップと、を有することを特
徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の応力改善処理方法によれば、残留応力緩和量評価ステップにおける残留応力の
評価を介して、施工対象機器の圧縮残留応力の変化を施工対象機器の環境に応じて求め、
長期にわたり確実に圧縮残留応力を付与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る残留応力改善方法の実施の形態について、図面を参照して説明する
。ここで、同一又は類似の部分には共通の符号を付すことにより、重複説明を省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の第１の実施の形態の残留応力改善方法の手順を示すフロー図である。
【００１７】
　まず、残留応力改善方法の手順について、図１を用いて説明する。
【００１８】
　ここでは、残留応力処理として、レーザピーニング施工について例示する。
【００１９】
　本図に示すように、残留応力改善方法は、施工対象機器に残留応力を付与する残留応力
処理ステップであるレーザピーニング施工ステップＳ１と、この残留応力処理後の施工対
象機器の残留応力の変化を求める残留応力確認ステップである施工直後残留応力確認ステ
ップＳ２と、この確認された残留応力の変化に基づいて残留応力緩和量を評価する残留応
力緩和量評価ステップである運転時残留応力緩和量評価ステップＳ３と、この評価された
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残留応力緩和量に応じて残留応力の再処理を行う残留応力再処理ステップであるレーザピ
ーニング再施工ステップＳ８と、を有する。
【００２０】
　まず、レーザピーニング施工ステップＳ１においては、図１に示す評価フローに基づい
て残留応力改善処理を行う。この残留応力改善処理は、施工対象機器の溶接部及びこの近
傍にレーザピーニング処理により施工し、施工対象機器の表面又は内部に残留応力を付与
する。
【００２１】
　なお、この残留応力改善処理としては、上記のショットピーニングの他に、レーザショ
ックピーニング、超音波ピーニング及びウォータージェットピーニング等のピーニング処
理を列挙することができる。
【００２２】
　次に、施工直後残留応力確認ステップＳ２において、施工対象機器の溶接部及びこの近
傍に施工したレーザピーニング処理により生じる施工直後の残留応力を確認する。この確
認は、実際の施工対象部位を測定する代わりに、同じ鋼種の材料から加工した図２に示す
試験片１を用いて行う。
【００２３】
　図２は、図１のレーザピーニング施工ステップにおけるレーザピーニング施工に係る試
験片を示す斜視図である。
【００２４】
　上記残留応力処理ステップＳ１において、実際に施工するレーザピーニングと同じ条件
で試験片１にレーザピーニングを施工し、レーザピーニング施工面２を形成する。
【００２５】
　そして、この施工直後残留応力確認ステップＳ２において、このレーザピーニング施工
面２の残留応力をＸ線回折法を利用する応力測定装置を用いて測定した。
【００２６】
　このレーザピーニング施工面２の残留応力の確認結果を図３を用いて説明する。
【００２７】
　図３は、図１の施工直後残留応力確認ステップにおける確認結果を示す説明図で、（ａ
）はレーザピーニング施工後の残留応力の深さを示すグラフ、（ｂ）はレーザピーニング
施工前後の残留応力の確認結果を示すグラフである。
【００２８】
　図３（ａ）に示すように、残留応力分布の残留応力は負の値を示しているので、レーザ
ピーニング施工面２の軸方向及び周方向の残留応力が圧縮応力であることを確認した。
【００２９】
　また、図３（ｂ）から明らかなように、□印はレーザピーニング（ＬＰ）施工前の残留
応力であり、◇印はレーザピーニング（ＬＰ）施工後の残留応力である。レーザピーニン
グ（ＬＰ）施工後の残留応力は、負の値を示しているので、残留応力は圧縮応力であり、
この圧縮の残留応力の深さは約１ｍｍである。
【００３０】
　次に、運転時残留応力緩和量評価ステップＳ３について、図４、図５を用いて説明する
。
【００３１】
　図４は図１の運転時残留応力緩和量評価ステップを示す説明図で、（ａ）はその手順を
示すフロー図、（ｂ）はその手順の内の応力サイクル負荷ステップを示すグラフであり、
図５は、図１の運転時残留応力緩和量評価ステップにおける残留応力緩和量評価に係る試
験体を示す正面図である。
【００３２】
　まず、図４（ａ）に示す試験片加工ステップＳ１１において、施工対象部と同じ鋼種を
用いて、図５に示す試験体３を製作した。



(6) JP 2010-142899 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

【００３３】
　次に、ピーニング施工ステップＳ１２において、試験体３の表面に実際の機器に実施す
るレーザピーニングと同じ条件のレーザピーニングを施工し、試験体３の表面にレーザピ
ーニング施工面２を形成した。
【００３４】
　そして、残留応力測定ステップＳ１３において、レーザピーニングを施工した試験体３
の表面の残留応力をＸ線回折法を利用する応力測定装置を使用して測定した。このレーザ
ピーニング施工直後の残留応力の確認結果は、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、残留応
力分布の残留応力は負の値を示しているので、レーザピーニング施工面２の軸方向及び周
方向の残留応力が圧縮応力であることを確認した。
【００３５】
　次に、応力サイクル負荷ステップＳ１４において、図４（ｂ）に示す応力サイクル負荷
のように、運転応力と同じ応力を同じ繰り返し数だけ試験機を用いて、レーザピーニング
を施工した試験体３に繰返荷重を負荷した。応力を負荷するときは、運転時温度と同じ温
度とした。なお、残留応力変化の原因として、符号Ｓ４が示すように、運転時応力の他、
負荷回数、保持時間、保持温度、運転時温度、運転時間、照射量、腐食量等を列挙するこ
とができる。
【００３６】
　そして、残留応力測定ステップＳ１５において、繰返荷重を負荷した試験体３の表面の
残留応力をＸ線回折法を利用する応力測定装置を用いて測定した。繰返荷重を負荷した後
の残留応力の確認結果は、図３（ａ）、（ｂ）に示すような残留応力分布の残留応力と大
差がないことを確認した。なお、この圧縮の残留応力の深さが約１ｍｍであった。
【００３７】
　次に、評価ステップＳ１６において、試験体３の表面の残留応力を試験機による負荷前
後に測定し、運転時の応力、負荷繰り返し数に対する残留応力緩和量を試験で確認した。
【００３８】
　この結果、運転後に発生する応力は、残留応力の値はやや低下するものの、許容値と比
較すると高い圧縮の残留応力が維持されることを確認できた。
【００３９】
　ここで、図１に示す許容値比較ステップＳ５について説明する。この許容値比較ステッ
プＳ５においては、上記評価ステップＳ１６で記載したように、レーザピーニング施工後
に、運転時に生じる残留応力緩和量の評価を行うために、試験体３を用いて運転応力とそ
の応力に対する繰り返し数を求める。この求めた残留応力と繰り返し数に基づいて、許容
値と比較して残留応力緩和量の評価を行う。
【００４０】
　次に、現状維持ステップＳ６において、上記許容値比較ステップＳ５において、許容値
と比較して残留応力緩和量の評価を行った結果、長期にわたり確実に圧縮残留応力を付与
することができるときは、現状維持される。
【００４１】
　そして、残留応力検査ステップＳ７において、上記許容値比較ステップＳ５において、
許容値と比較して残留応力緩和量の評価を行った結果、この評価された残留応力緩和量に
応じて上記残留応力の検査が行われる。この場合は、例えば、評価期間経過後の残留応力
測定による検査を行い、圧縮の残留応力を確認する必要がある。
【００４２】
　さらに、レーザピーニング再施工ステップＳ８においては、上記許容値比較ステップＳ
５において、許容値と比較して残留応力緩和量の評価を行った結果、この評価された残留
応力緩和量に応じて上記残留応力の再処理が行われる。この場合は、例えば、レーザピー
ニングを再施工する。
【００４３】
　なお、この残留応力改善再処理としては、上記のショットピーニングの他に、レーザシ
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ョックピーニング、超音波ピーニング及びウォータージェットピーニング等のピーニング
処理を列挙することができる。
【００４４】
　本実施の形態によれば、レーザピーニングを施工した試験体３の表面の残留応力を試験
機による負荷前後に測定し、残留応力緩和量を試験で確認し、運転後に発生する応力は、
残留応力の値はやや低下するものの、許容値と比較すると高い圧縮の残留応力が維持され
ているので、現状維持される。
【００４５】
　次に、許容値と比較して残留応力緩和量の評価を行った結果、この評価された残留応力
緩和量に応じて上記残留応力の検査が行われる。さらに、許容値と比較して残留応力緩和
量の評価を行った結果、この評価された残留応力緩和量に応じて上記残留応力の再処理が
行われる。
【００４６】
　かくして、残留応力緩和量評価ステップにおける残留応力の評価を介して、施工部位の
圧縮残留応力の変化を施工部位の環境に応じて求め、長期にわたり確実に圧縮残留応力を
付与することができ、運転中の圧縮残留応力が維持され、溶接構造物の応力腐食割れ発生
や進展、疲労強度の低下等を抑制することができる。
【００４７】
　本発明の第２の実施の形態について、図６、図７を用いて説明する。
【００４８】
　図６は、本発明の第２の実施の形態の試験片を示す斜視図であり、図７は、図６の磨き
前後の残留応力の確認結果を示すグラフである。図１と同一又は類似の部分には共通の符
号を付すことにより、重複説明を省略する。
【００４９】
　本実施の形態においては、第１の実施の形態と同様に図１に示す残留応力改善方法の手
順を示すフローを参考にして応力改善処理を行う。
【００５０】
　ここでは、残留応力処理ステップＳ１において、施工対象機器の溶接部近傍に、機械的
な磨きの一例としてフラップホイールによる磨きを施工する。
【００５１】
　次に、残留応力確認ステップＳ２において、フラップホイールにより磨いた施工対象機
器の表面の残留応力をＸ線回折法による応力測定器で測定する。
【００５２】
　この確認された残留応力の変化に基づいて残留応力緩和量を評価する残留応力緩和量評
価ステップＳ３について図６、図７を用いて説明する。
【００５３】
　まず、施工対象部と同じ鋼種を用いて、図６に示す試験片４を製作する。
【００５４】
　次に、上記残留応力処理ステップＳ１において、試験片４の表面に実際の施工対象機器
に施工するフラップホイールによる磨きと同じ条件の機械的な磨きを施工し、試験片４の
表面に磨き表面５を形成した。
【００５５】
　そして、残留応力確認ステップＳ２において、機械的な磨きを施工した試験片４の表面
の残留応力をＸ線回折法による応力測定器で測定した。
【００５６】
　そして、残留応力緩和量評価ステップＳ３において、試験片４の磨き表面５の残留応力
をＸ線回折法による応力測定装置を用いて測定した。繰返荷重を負荷した前後の残留応力
の確認結果を、図７を用いて説明する。
【００５７】
　図７は、図６の試験片の磨き前後の残留応力の確認結果を示すグラフである。
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【００５８】
　図７から明らかなように、□印は磨き前の残留応力であり、◇印は磨き後の残留応力で
ある。
【００５９】
　試験片４の磨き表面５の表面から１００μｍまでの残留応力分布を求めた。その結果、
圧縮の残留応力の深さは約２０μｍであった。
【００６０】
　一方、この機械的な磨きを施工した試験片４と同種の鋼材を用いた施工対象機器は水中
で使用される。このために、腐食試験により腐食速度を求め、施工対象機器が使用される
期間の腐食厚さを求める。この結果、１０年で約１０μｍ腐食することが分かった。
【００６１】
　次に、この許容値比較ステップＳ５においては、機械的な磨きを施工した試験体のもと
もとの圧縮の残留応力の深さが約２０μｍであり、施工対象機器が使用される期間の腐食
厚さは１０μｍである。この腐食厚さは残留応力の深さの半分なので、１０年後に残留応
力測定による検査を行い、圧縮の残留応力の深さを確認する必要があることが分かった。
【００６２】
　そして、残留応力検査ステップＳ７において、上記許容値比較ステップＳ５において、
腐食厚さと比較して残留応力緩和量の評価を行った結果、この評価された残留応力緩和量
に応じて上記残留応力の検査が行われる。
【００６３】
　または、残留応力再処理ステップＳ８においては、上記許容値比較ステップＳ５におい
て、腐食厚さと比較して残留応力緩和量の評価を行った結果、この評価された残留応力緩
和量に応じて上記残留応力の再処理が行われる。この場合は、例えば、残留応力検査ステ
ップＳ７を省略して、フラップホイールにより再施工することができる。
【００６４】
　本実施の形態によれば、機械的な磨きを施工した試験体のもともとの圧縮の残留応力の
深さが約２０μｍであり、施工対象機器が使用される期間の腐食厚さは１０μｍである。
この腐食厚さは残留応力の深さの半分なので、１０年後に残留応力測定による検査を行い
、圧縮の残留応力の深さを確認する必要がある。
【００６５】
　かくして、残留応力緩和量評価ステップにおける残留応力の評価を介して、施工部位の
圧縮残留応力の変化を施工部位の環境に応じて求め、長期にわたり確実に圧縮残留応力を
付与することができ、運転中の圧縮残留応力が維持され、溶接構造物の応力腐食割れ発生
や進展、疲労強度の低下等を抑制することができる。
【００６６】
　以上本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は、上述したような各実施の
形態に何ら限定されるものではなく、各実施の形態の構成を組み合わせて、本発明の主旨
を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の第１の実施の形態の残留応力改善方法の手順を示すフロー図。
【図２】図１のレーザピーニング施工ステップにおけるレーザピーニング施工に係る試験
片を示す斜視図。
【図３】図１の施工直後残留応力確認ステップにおける確認結果を示す説明図で、（ａ）
はレーザピーニング施工後の残留応力の深さを示すグラフ、（ｂ）はレーザピーニング施
工前後の残留応力の確認結果を示すグラフ。
【図４】図１の運転時残留応力緩和量評価ステップを示す説明図で、（ａ）はその手順を
示すフロー図、（ｂ）はその手順の内の応力サイクル負荷ステップを示すグラフ。
【図５】図１の運転時残留応力緩和量評価ステップにおける残留応力緩和量評価に係る試
験体を示す正面図。
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【図６】本発明の第２の実施の形態の試験片を示す斜視図。
【図７】図６の試験片の磨き前後の残留応力の確認結果を示すグラフ。
【符号の説明】
【００６８】
　１…試験片、２…レーザピーニング施工面、３…試験体、４…試験片、５…磨き表面、
Ｓ１…レーザピーニング施工ステップ（残留応力処理ステップ）、Ｓ２…施工直後残留応
力確認ステップ（残留応力確認ステップ）、Ｓ３…運転時残留応力緩和量評価ステップ（
残留応力緩和量評価ステップ）、Ｓ４…残留応力変化の原因：運転時応力、負荷回数、保
持時間、保持温度、運転時温度、運転時間、照射量、腐食量、Ｓ５…許容値比較ステップ
、Ｓ６…現状維持ステップ、Ｓ７…残留応力検査ステップ、Ｓ８…レーザピーニング再施
工ステップ（残留応力再処理ステップ）、Ｓ１１…試験片加工ステップ、Ｓ１２…ピーニ
ング施工ステップ、Ｓ１３…残留応力測定ステップ、Ｓ１４…応力サイクル負荷ステップ
、Ｓ１５…残留応力測定ステップ、Ｓ１６…評価ステップ。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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